
一
頁

○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
銃
砲

刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
二
十
二
条
、
行
政
手
続
等

に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
並
び
に
民
間
事
業

者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三

条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
技
能
検
定
及
び
射
撃
教
習
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

中
井

洽

技
能
検
定
及
び
射
撃
教
習
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
技
能
検
定
及
び
射
撃
教
習
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

技
能
検
定
及
び
射
撃
教
習
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。



二
頁

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

技
能
検
定
、
技
能
講
習
及
び
射
撃
教
習
に
関
す
る
規
則

第
一
条
中
「
第
六
条
」
の
次
に
「
及
び
第
七
条
」
を
加
え
、
「
第
五
条
の
十
一
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
改

め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
六
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
第
五

条
」
に
、
「
第
六
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
技
能
講
習
の
修
了
基
準
等
）

第
六
条

令
第
二
十
二
条
に
よ
る
認
定
は
、
法
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
講
習
（
こ
の
条
に
お
い
て
「
技
能
講
習
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
令
第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
修
得

し
た
と
認
め
ら
れ
る
基
準
に
達
し
た
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
ウ
中
「
イ
に
掲
げ
る
ラ

イ
フ
ル
銃
以
外
の
ラ
イ
フ
ル
銃
」
と
あ
る
の
は
「
散
弾
銃
以
外
の
猟
銃
で
あ
つ
て
イ
に
掲
げ
る
ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の
も
の



三
頁

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
技
能
講
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
中
「
ラ

イ
フ
ル
銃
に
よ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
散
弾
銃
以
外
の
猟
銃
に
よ
る
も
の
」
と
、
前
条
中
「
都
道
府
県
公
安
委
員
会
」

と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
公
安
委
員
会
又
は
法
第
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
教
習
射
撃
指
導
員
」
と
、
別
表
中
「
公
称

口
径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の
ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の
ラ
イ
フ
ル
銃
」
と
あ
る
の
は
「
散
弾
銃
以
外
の
猟
銃
で
あ
つ
て
公
称
口

径
二
十
二
の
へ
り
打
ち
の
ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

技
能
講
習
に
お
け
る
講
習
時
間
は
、
二
時
間
以
上
と
す
る
。

（
猟
銃
の
口
径
の
長
さ
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

猟
銃
の
口
径
の
長
さ
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
第
六
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
本
則
第
二
号
中
「
散
弾
銃
」
を
「
ラ
イ
フ
ル
銃
以

外
の
猟
銃
」
に
改
め
る
。

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）



四
頁

第
三
条

暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
を
定
め
る
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
第
五
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
関
係
法

令
に
規
定
す
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
関

係
法
令
に
規
定
す
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
五
の
表
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）
の
項
中
「
第
五
条

第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
及
び
年
少

第
二
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項

射
撃
資
格
の
認
定
の
た
め
の
講
習
会
の
開
催
に
関
す
る
事



五
頁

務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
指
定
に
関
す

る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

号
）

別
表
第
二
中
五
を
六
と
し
、
四
を
五
と
し
、
三
を
四
と
し
、
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
法
令
の
規
定

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
及
び
年
少

第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
条
第
一
項

射
撃
資
格
の
認
定
の
た
め
の
講
習
会
の
開
催
に
関
す
る
事

務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
指
定
に
関
す

る
規
則

（
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



六
頁

別
表
第
一
質
屋
営
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六

第
十
条
の
五
の
二

号
）

別
表
第
三
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

第
十
条
の
五
の
二

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
及
び
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
た
め
の
講
習
会
の
開
催
に
関
す
る
事
務
の

一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

号
）
附
則

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
提
出
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


